
 

 

　　　玉名市事業承継推進事業補助金交付要綱 

 

　（趣旨） 

第１条　この要綱は、物価高騰や賃金上昇、経営者の高齢化、後継者不足等による

事業所の休廃業又は撤退の増加を抑制し、地域経済の活性化及び雇用の維持を図

るため、本市の区域内（以下「市内」という。）に本社又は本店を有する中小企業

者等が円滑な事業承継を実施するために必要な経費に対し玉名市事業承継推進事

業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、玉名市補助金等交付

規則（平成１７年規則第４０号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

　（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

　⑴　中小企業者　中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第１

項第１号、第２号又は第５号のいずれかに該当する者をいう。ただし、個人事

業者にあっては、収入の２分の１以上が事業に係る収入である者をいう。 

　⑵　事業承継　法人の場合は代表者の変更登記、個人事業者の場合は税務署に個

人事業の開業、廃業等の届出を行った上で廃業をし、かつ、後継者が開業をし、

その事業を引き継ぐことをいう。 

　⑶　親族内承継　市内に本店又は主たる事業所を置く代表者の親族が、５年以上

事業を継続している市内の事業所を事業承継をすることをいう。  

　⑷　従業員承継　市内の本店又は主たる事業所で雇用される従業員が、５年以上

事業を継続している当該本店又は主たる事業所を事業承継をすることをいう。  

　⑸　第三者承継　５年以上事業を継続している市内の本店又は主たる事業所を前

２号に規定する者以外の者が事業承継をすることをいう。  

　⑹　経営力向上　引き継いだ経営資源を活用して新商品の開発若しくは生産又は

新役務の開発、提供等の新事業活動を通じて経営の相当程度の向上を図ること

をいう。ただし、フランチャイズ契約又は実質的にフランチャイズ契約である

とみなされるものは、含まない。  

　⑺　企業価値診断　市内の事業所について、事業承継を前提に経営資源の価値診

断又は譲渡価格算定をすることをいう。 

（補助対象者） 



第３条　補助金の補助対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。  

　⑴　申請時において親族内承継、従業員承継若しくは第三者承継のいずれかの方

法で事業承継をした日から３年以内の者で、経営力向上に取り組むもの（以下

「経営力向上者」という。）であること又は事業承継を前提とした企業価値診

断をするもの（以下「企業価値診断者」という。）であること。 

　⑵　交付の決定を受けた後に経営力向上又は企業価値診断に着手する者であるこ

と。 

　⑶　中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者

及び小規模企業者、個人事業者並びに市長が必要と認める事業者であること。

ただし、日本標準産業分類（令和５年総務省告示第２５６号）の大分類Ａ及び

Ｂに規定する農林漁業者は除く。 

　⑷　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団若しくは同条第６号に規定する暴力団員でな

い者又はそれらと密接な関係を有しない者であること。 

　⑸　市税に未納がない者であること。 

　⑹　玉名商工会議所又は玉名市商工会の支援を受けている者であること。 

　⑺　この要綱による補助金の交付を受けたことがない者であること。 

２　前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする事業が次の各号のい

ずれかに該当する事業である者は、補助金の補助対象者としない。 

　⑴　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号）の規定により許可又は届出を要する事業 

　⑵　国、地方公共団体等の公的機関からの補助金、助成金等を活用している事業 

　⑶　前２号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業 

 　（補助対象事業） 

第４条　補助金の補助対象事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。 

　⑴　経営力向上事業 

　⑵　企業価値診断事業 

　⑶　前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 

　（補助対象経費等） 

第５条　補助対象経費は、２００万円以内の補助対象事業を行う上で必要な経費と

し、補助内容については、別表に定めるとおりとする。 

２　補助金の額は、別表に定めるところにより算定した額（その額に１，０００円

未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）を基礎として、予算の範囲内

において定めた額とする。 



　（交付申請） 

第６条　補助金の交付を受けようとする者は、事業承継推進事業補助金交付申請書

（様式第１号）に別表に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

　（交付決定） 

第７条　市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助

金の交付の可否の決定をするものとする。 

２　市長は、前項の規定により交付すると決定したときは事業承継推進事業補助金

交付決定通知書（様式第２号）を、交付しないと決定したときは事業承継推進事

業補助金却下通知書（様式第３号）を申請者に通知するものとする。 

　（計画変更等の承認） 

第８条　補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、次の各

号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく事業承継推進事業補助金変更・中止承

認申請書（様式第４号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。た

だし、軽微な変更については、この限りでない。 

　⑴　補助対象事業の内容を変更するとき。 

　⑵　補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

　（実績報告） 

第９条　補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該補助対象事業が完了

した日の翌日から起算して３０日を経過する日又は当該年度の３月３１日までの

いずれか早い日までに、実績報告書（様式第５号）に別表に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

　（補助金の確定） 

第１０条　市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合において、審

査の上当該補助対象事業の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、

速やかに交付すべき補助金の額を確定し、事業承継推進事業補助金額確定通知書

（様式第６号）により補助事業者に通知するものとする。 

　（補助金の請求等） 

第１１条　前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金

の交付請求書を市長に提出するものとする。 

２　市長は、前項の請求書を受理し、適当と認めたときは、速やかに補助金を交付

するものとする。 

　（補助金の返還） 

第１２条　市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

全部又は一部を返還させることができる。 



　⑴　偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。 

　⑵　補助金を他の用途に使用したとき。 

　⑶　補助金交付の条件に違反したとき。 

　⑷　前３号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。 

　（その他） 

第１３条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

　　　附　則 

　この告示は、告示の日から施行する。 

別表（第５条、第６条、第９条関係） 

 補助対象者 補助対象経費 補助金の額 申請書添付書類 実績報告書添付

書類

 経営力向上

者 

(事 業 承 継

をする側)

１　店舗等借

入費 

２　設備導入

費 

３　原材料費 

４　産業財産

権等関連経

費 

５　謝金 

６　旅費 

７ 　 マ ー ケ 

ティング調

査費 

８　広報費 

９　会場借上

料 

１０　外注費 

１１　委託費  

補助対象経

費の２分の

１以内で、

１００万円

を上限とす

る。

１　事業計画書 

２　収支予算書 

３　事業承継が

行われたこと

が確認できる

書類の写し 

４　補助対象事

業に係る金額

が確認できる

書類の写し 

５　補助対象経

費の内容が確

認できる書類

（工程表、図

面、物件、施

工箇所の写真

等） 

６　玉名市商工

会又は玉名商

工会議所の副

申書 

７　その他市長

１　収支決算書 

２　支払を証明

する書類 

３　工事完了及

び 設 備 等 の 設

置 状 況 が 分 か

る写真等(施設

改 修 を 行 う 場

合） 

４　その他市長

が 必 要 と 認 め

る書類 



 が必要と認め

る書類

 企業価値診

断 者 (事 業

承継をした

側)

企業価値診断

又は譲渡価格

算定に要する

経費  

補助対象経

費の２分の

１以内で３

０万円を上

限とする。

同上 同上



様式第１号（第６条関係） 

年　　月　　日　 

 

　玉名市長　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者(代表者) 

氏名　　　　　　　　　　　㊞　 

 

事業承継推進事業補助金交付申請書 

　玉名市事業承継推進事業補助金の交付を受けたいので、玉名市事業承継推進事業

補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

 記

 

１　補助対象事業の名称 

 

２　補助金交付申請額　　　　　 

 

３　補助対象経費　　　　 

 

４　補助対象事業の開始日 

 

５　添付書類 



様式第２号（第７条関係） 

第　　　　　号　 

年　　月　　日　 

 

　　　　　　　様 

 

玉名市長　　　　　　　　　印　 

 

事業承継推進事業補助金交付決定通知書 

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった玉名市事業承継推進事業補助金につ

いては、玉名市事業承継推進事業補助金交付要綱第７条第１項の規定により、下記

のとおり交付することに決定しましたので、同条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

１　交付予定額 

 

２　条件



様式第３号（第７条関係） 

第　　　　　号　 

年　　月　　日　 

 

　　　　　　　様 

 

玉名市長　　　　　　　　　印　 

 

事業承継推進事業補助金却下通知書 

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった玉名市事業承継推進事業補助金につ

いては、玉名市事業承継推進事業補助金交付要綱第７条第１項の規定により下記の

とおり却下しましたので、同条第２項の規定により通知します。 

 

 記

 

却下の理由



様式第４号（第８条関係） 

年　　月　　日　 

 

　玉名市長　様 

 

住所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者(代表者) 

氏名　　　　　　　　　　㊞　 

 

事業承継推進事業補助金変更・中止承認申請書 

　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で補助金の交付決定を受けた玉名

市事業承継推進事業について、下記の理由により(変更・中止)したいので、玉名市

事業承継推進事業補助金交付要綱第８条の規定により申請します。 

 

 記

 

　(変更・中止)の理由



様式第５号（第９条関係） 

年　　月　　日　 

 

　玉名市長　様 

 

住所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者(代表者) 

氏名　　　　　　　　　　　㊞　 

 

実績報告書 

　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で補助金の交付決定を受けた玉名

市事業承継推進事業について、玉名市事業承継推進事業補助金交付要綱第９条の規

定により、下記のとおり関係書類を添えてその実績を報告します。 

 

記 

 

　添付書類



様式第６号（第１０条関係） 

第　　　　　号　 

年　　月　　日　 

 

　　　　　　　様 

 

玉名市長　　　　　　　　　印　 

 

補助金額確定通知書 

　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で補助金の交付決定した玉名市事

業承継推進事業については、玉名市事業承継推進事業補助金交付要綱第１０条の規

定により下記のとおりその額を確定したので、同条の規定により通知します。 

 

記 

　交付確定額 

 


